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○ 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 関 す る 特 例 を 定 め る 省 令  

                                                 （ 傍 線 部 分 は 変 更 部 分 ） 

省 令 案 現 行 省 令 

基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 の 認

定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 関 す る 特 例 を 定 め る 省 令 

放 送 局 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会

社 に 関 す る 特 例 を 定 め る 省 令 

  

（ 目 的 ） （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 省 令 は 、 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 （ 認 定 放 送 持 株 会

社 の 子 会 社 と な る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 行 う 基 幹 放 送 の 業 務

に 関 し て 、 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） の 委 任 に 基 づ き 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有

基 準 に 関 す る 省 令 （ 平 成 ● ● 年 総 務 省 令 第 ● ● ● 号 ） の 特 例 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。 

第 一 条 こ の 省 令 は 、 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 （ 認 定 放 送 持 株 会

社 の 子 会 社 と な る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 開 設 す る 放 送 局 （ 放

送 試 験 局 、 放 送 衛 星 局 、 放 送 試 験 衛 星 局 及 び 放 送 を 行 う 実 用 化 試

験 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） を 含

み 、 受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 、 受 託 国 内 放 送 、 受 託 協 会 国 際 放 送 、

受 託 内 外 放 送 、 多 重 放 送 又 は 臨 時 目 的 放 送 を 専 ら 行 う も の を 除 く

。 以 下 同 じ 。 ） に 関 し て 、 放 送 局 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 （ 平

成 二 十 年 総 務 省 令 第 二 十 九 号 ） の 特 例 を 定 め る こ と を 目 的 と す る

。 

  

（ 定 義 ）  

第 二 条 こ の 省 令 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と

す る 。 

 

一 認 定 放 送 持 株 会 社 法 第 百 六 十 条 の 認 定 放 送 持 株 会 社 を い う

。 

 

二 子 会 社 法 第 百 五 十 八 条 に 規 定 す る 子 会 社 を い う 。  

 （ 原 則 ） 
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 第 二 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に よ る 放 送 局 （ 人 工 衛 星 の 無 線

局 を 除 く 。 第 五 項 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） の 開 設 は 、 放 送 を す る こ

と が で き る 機 会 を で き る だ け 多 く の 者 に 対 し 確 保 す る こ と に よ り

、 放 送 に よ る 表 現 の 自 由 が で き る だ け 多 く の 者 に よ っ て 享 有 さ れ

る よ う に す る た め 、 次 に 掲 げ る 者 に 該 当 し な い 者 が し な け れ ば な

ら な い 。 

 一 そ の 局 以 外 の 放 送 局 に 係 る 一 般 放 送 事 業 者 （ 以 下 こ の 項 及 び

第 六 条 に お い て 「 一 般 放 送 事 業 者 」 と い う 。 ） 

 二 一 般 放 送 事 業 者 を 支 配 す る 者 

 三 第 一 号 に 掲 げ る 者 に よ り 支 配 さ れ る 者 

 四 第 二 号 に 掲 げ る 者 （ 次 項 の 条 件 に 適 合 す る 認 定 放 送 持 株 会 社

を 除 く 。 ） に よ り 支 配 さ れ る 者 

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 で あ っ て 総 務 省 令 で 定 め る も の ）  

第 三 条 法 第 百 六 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法

第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 ハ に 規 定 す る 認 定 放 送 持 株 会 社 で あ っ て

総 務 省 令 で 定 め る も の と は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る 認

定 放 送 持 株 会 社 と す る 。 

２ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に よ る 放 送 局 の 開 設 は 、 そ れ に 係 る

認 定 放 送 持 株 会 社 が 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る 場 合 に お け る 当 該

子 会 社 が す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 そ の 子 会 社 が 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合 に お い て 、 次 の

イ か ら ハ ま で に 反 し な い こ と 。 

一 当 該 子 会 社 が 放 送 局 を 開 設 し た 場 合 に お い て 、 次 の イ か ら ハ

ま で に 掲 げ る 事 項 に 反 し な い こ と 。 

イ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務

に 係 る 放 送 対 象 地 域 （ 法 第 九 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る

放 送 対 象 地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 他 の 子 会 社 が 行 う 地

上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 放 送 対 象 地 域 と 重 複 す る も の で な い

こ と （ 短 波 放 送 の 業 務 に 係 る 放 送 対 象 地 域 と 重 複 す る 場 合 を

除 く 。 ） 。 

イ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 開 設 す る 放 送 局 の 放 送 対

象 地 域 （ 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 。 以 下 「 法

」 と い う 。 ） 第 二 条 の 二 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 放 送 対 象 地

域 を い う 。 ） が 、 他 の 子 会 社 が 開 設 す る 放 送 局 の 放 送 対 象 地

域 と 重 複 す る も の で な い こ と （ 短 波 放 送 を 行 う 放 送 局 の 放 送

対 象 地 域 と 重 複 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。 
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ロ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 が 子 会 社 と す る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務

に 用 い ら れ る 基 幹 放 送 局 が 属 す る 放 送 系 （ 法 第 九 十 一 条 第 二

項 第 三 号 の 放 送 系 を い う 。 ） に 係 る 放 送 対 象 地 域 の 数 （ 広 域

放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第

十 号 ） 別 表 第 五 号 （ 注 ） 六 の 広 域 放 送 を い う 。 ） に 係 る も の

に あ っ て は 放 送 対 象 地 域 内 に あ る 都 府 県 の 数 と す る 。 ） の 合

計 が 、 十 二 以 下 で あ る こ と 。 

ロ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 が 子 会 社 と す る 地 上 系 一 般 放 送 事 業

者 （ 法 第 五 十 二 条 の 三 十 第 一 項 に 規 定 す る 地 上 系 一 般 放 送 事

業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 開 設 す る 放 送 局 が 属 す る 放 送 系

（ 法 第 二 条 の 二 第 二 項 第 三 号 の 放 送 系 を い う 。 ） に 係 る 放 送

対 象 地 域 の 数 （ 広 域 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電

波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表 第 一 号 （ 注 ） 十 二 の 広 域 放 送

を い う 。 ） に 係 る も の に あ っ て は 放 送 対 象 地 域 内 に あ る 都 府

県 の 数 と す る 。 ） の 合 計 が 、 十 二 以 下 で あ る こ と 。 

ハ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 及 び そ の 一 若 し く は 二 以 上 の 子 会 社

（ 基 幹 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） 又 は そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 一

若 し く は 二 以 上 の 子 会 社 （ 基 幹 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） が 、 他

の 基 幹 放 送 事 業 者 を 子 会 社 と し て い な い こ と 。 

ハ そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 及 び そ の 一 若 し く は 二 以 上 の 子 会 社

（ 一 般 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） 又 は そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 一

若 し く は 二 以 上 の 子 会 社 （ 一 般 放 送 事 業 者 に 限 る 。 ） が 、 他

の 一 般 放 送 事 業 者 を 子 会 社 と し て い な い こ と 。 

二 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 で な い 日 本 放 送 協 会 及 び 放 送

大 学 学 園 （ 放 送 大 学 学 園 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第

三 条 に 規 定 す る 放 送 大 学 学 園 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 基 幹

放 送 事 業 者 （ 以 下 単 に 「 基 幹 放 送 事 業 者 」 と い う 。 ） の 代 表 権

を 有 す る 役 員 又 は 常 勤 の 役 員 が そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 代 表 権

を 有 す る 役 員 又 は 業 務 を 執 行 す る 常 勤 の 役 員 の 地 位 を 兼 ね て い

な い こ と 。 

三 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 で な い 一 般 放 送 事 業 者 の 代 表

権 を 有 す る 役 員 又 は 常 勤 の 役 員 が そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 代 表

権 を 有 す る 役 員 又 は 常 勤 の 役 員 （ 監 査 役 を 除 く 。 ） を 兼 ね て い

な い こ と 。 

三 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 で な い 基 幹 放 送 事 業 者 の 役 員

で 認 定 放 送 持 株 会 社 の 業 務 を 執 行 す る 役 員 の 地 位 を 兼 ね る 者 の

総 数 が 、 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 業 務 を 執 行 す る 役 員 の 総 数 の

五 分 の 一 を 超 え な い こ と 。 

二 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 で な い 一 般 放 送 事 業 者 の 役 員

で 認 定 放 送 持 株 会 社 の 役 員 （ 監 査 役 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い

て 同 じ 。 ） を 兼 ね る 者 の 総 数 が 、 そ の 認 定 放 送 持 株 会 社 の 役 員

の 総 数 の 五 分 の 一 を 超 え な い こ と 。 
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［ 移 動 ］ ３ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に よ る 放 送 局 の 開 設 は 、 当 該 子 会 社

、 こ れ を 支 配 す る 者 又 は こ れ ら に よ り 支 配 さ れ る 者 で あ っ て 衛 星

放 送 業 務 （ 放 送 法 施 行 規 則 第 十 七 条 の 八 第 三 項 第 四 号 に 規 定 す る

衛 星 放 送 業 務 を い う 。 ） を 行 う 者 が 同 条 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し

な い 場 合 に お け る 当 該 子 会 社 以 外 の 者 が す る も の で な け れ ば な ら

な い 。 

 ４ 前 項 の 規 定 に お い て 支 配 と は 、 放 送 法 施 行 規 則 第 十 七 条 の 八 第

三 項 第 七 号 に 規 定 す る 支 配 を い う 。 

 ５ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に よ る 放 送 局 で あ っ て 放 送 法 施 行 規

則 第 十 七 条 の 八 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 特 別 衛 星 放 送 又 は 同 項 第

三 号 に 規 定 す る 一 般 衛 星 放 送 に 係 る も の の 開 設 に 関 す る 表 現 の 自

由 享 有 基 準 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す

る 基 準 を 準 用 す る 。 

  

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表

現 の 自 由 享 有 基 準 の 特 例 ） 

（ 中 波 放 送 等 と テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 特 例 ） 

第 四 条 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 の う ち 地 上 基 幹 放 送

の 業 務 を 行 お う と す る 者 に 関 し 、 法 第 百 六 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 総 務 省 令 で

定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。 

 

一 そ の 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 が 行 わ れ る こ と に よ り 、 申 請 者 た る

認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 四 以 下 の 中 波 放 送 又 は コ ミ ュ ニ テ

ィ 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 別 表 第 五 号 （ 注 ） 八 の コ ミ ュ ニ テ ィ 放

送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 超 短 波 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送

の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る
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者 と な る 場 合 

  

二 そ の 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 が 行 わ れ る こ と に よ り 、 申 請 者 た る

認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 四 以 下 の 中 波 放 送 若 し く は コ ミ ュ

ニ テ ィ 放 送 以 外 の 超 短 波 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 又 は コ

ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 三 条

第 一 項 第 四 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 及 び テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に

よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 同 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 と

な る 場 合 

第 三 条 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 そ

の 局 の 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 申 請 者 （ そ の 局 の 免 許

を 受 け よ う と す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） た る 認 定 放 送 持 株 会 社

の 子 会 社 が 中 波 放 送 又 は 超 短 波 放 送 に 係 る 同 項 各 号 に 掲 げ る 者 及

び テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 同 項 各 号 に 掲 げ る 者 と な る 場 合 （ 申 請

者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 と な る

場 合 又 は 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 申 請 者 及 び 中 波 放 送 若 し く

は 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 者 に 係 る 同 号 に 掲 げ る

者 と な る 場 合 で あ っ て 、 中 波 放 送 若 し く は 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ

ジ ョ ン 放 送 に 係 る 者 が 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い と き

を 除 く 。 ） は 、 適 用 し な い 。 

  

［ 移 動 ］ ２ 前 項 の 場 合 に お け る 前 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号

中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 ロ 」 と 、 同 号 ロ 中 「 都 府 県 の 数

と す る 。 」 と あ る の は 「 都 府 県 の 数 と し 、 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け て い る 中 波 放 送 又 は 超 短 波 放 送 及 び テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に

係 る も の に あ っ て は 、 放 送 対 象 地 域 の 数 が 多 い 方 の 放 送 の 放 送 対

象 地 域 の 数( 放 送 対 象 地 域 の 数 が 同 数 の 場 合 は 当 該 同 数 で あ る 数)

と す る 。 」 と す る 。 

  

［ 移 動 ］ 第 四 条 前 条 の 規 定 は 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 局 の

放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 一 の 者 が 中 波 放 送 若 し く は 超

短 波 放 送 に 係 る 第 二 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 者 、 テ レ
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ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 同 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 者 及 び 新 聞 社

を 経 営 し 、 又 は 支 配 す る 者 と な る 場 合 に は 適 用 し な い 。 た だ し 、

当 該 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 他 に 一 般 放 送 事 業 者 、 新 聞 社 、 通 信

社 そ の 他 の ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 頒 布 を 業 と す る 事 業 者 が あ る 場 合

で あ っ て 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 一 の 者 （ そ の 一

の 者 が 支 配 す る 者 を 含 む 。 ） が ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 独 占 的 頒 布 を

行 う こ と と な る お そ れ が な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

  

 （ 連 続 放 送 対 象 地 域 に 係 る 特 例 ） 

三 隣 接 し て 連 続 す る 複 数 の 放 送 対 象 地 域 （ 以 下 「 連 続 放 送 対 象

地 域 」 と い う 。 ） の う ち の 一 の 放 送 対 象 地 域 に お い て テ レ ビ ジ

ョ ン 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 （ 県 域 放 送 （ 放 送 法 施 行 規

則 別 表 第 五 号 （ 注 ） 七 の 県 域 放 送 を い う 。 ） で あ る も の に 限 る

。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 行 お う と す る 場 合 で あ っ て 、

そ の 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 が 行 わ れ る こ と に よ り 、 連 続 放 送 対 象

地 域 の 各 放 送 対 象 地 域 （ 申 請 者 が テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に よ る 地 上

基 幹 放 送 の 業 務 を 行 お う と す る 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。 ） に お い

て テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 基 幹 放 送

事 業 者 （ 各 放 送 対 象 地 域 ご と に 一 の 基 幹 放 送 事 業 者 に 限 る 。 以

下 こ の 号 に お い て 「 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 」 と い う 。 ） の 各 々 と

申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と の 間 で 、 申 請 者 が 次 に

掲 げ る い ず れ か に 該 当 す る 者 と な る 場 合 （ 申 請 者 た る 認 定 放 送

持 株 会 社 の 子 会 社 が 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 に つ い て 法 第 九 十 三 条

第 一 項 第 四 号 ロ に 掲 げ る 者 と な る 場 合 又 は 認 定 放 送 持 株 会 社 の

子 会 社 が 申 請 者 及 び 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 に 係 る 同 号 ロ に 掲 げ る

第 五 条 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 隣 接 し て 連 続 す る 複 数 の 放 送 対 象

地 域 （ 以 下 「 連 続 放 送 対 象 地 域 」 と い う 。 ） の う ち の 一 の 放 送 対

象 地 域 に テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 （ 県 域 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 別 表 第 一

号 （ 注 ） 十 三 の 県 域 放 送 を い う 。 ） に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） を 行 う 放 送 局 を 開 設 し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 そ の 局

が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 連 続 放 送 対 象 地 域 の 各 放 送 対 象 地 域 （

申 請 者 が テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 放 送 局 を 開 設 し よ う と す る 放 送

対 象 地 域 を 除 く 。 ） に お い て テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 一 般 放 送 事

業 者 （ 各 放 送 対 象 地 域 ご と に 一 の 一 般 放 送 事 業 者 に 限 る 。 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 定 一 般 放 送 事 業 者 」 と い う 。 ） の 各 々 と 申 請 者

た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と の 間 で 、 申 請 者 が 次 に 掲 げ る い

ず れ か に 該 当 す る 者 と な る 場 合 （ 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の

子 会 社 が 特 定 一 般 放 送 事 業 者 に つ い て 第 二 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ

る 者 と な る 場 合 又 は 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 申 請 者 及 び 特 定

一 般 放 送 事 業 者 に 係 る 同 号 に 掲 げ る 者 と な る 場 合 で あ っ て 、 申 請

者 及 び 当 該 特 定 一 般 放 送 事 業 者 が 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な
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者 と な る 場 合 で あ っ て 、 申 請 者 及 び 当 該 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 が

認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い と き を 除 き 、 当 該 申 請 者

及 び 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 に 係 る 放 送 対 象 地 域 か ら な る 連 続 放 送

対 象 地 域 が 、 当 該 連 続 放 送 対 象 地 域 の う ち の 一 の 放 送 対 象 地 域

に 当 該 連 続 放 送 対 象 地 域 の 他 の 全 て の 放 送 対 象 地 域 が 隣 接 す る

位 置 関 係 に あ る 場 合 又 は 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有

基 準 に 関 す る 省 令 第 三 条 第 一 項 第 三 号 括 弧 書 の 規 定 に 基 づ き 総

務 大 臣 が 告 示 す る 地 域 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 ） 

ら な い と き を 除 く 。 ） は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 当 該 申 請 者 及 び

特 定 一 般 放 送 事 業 者 に 係 る 放 送 対 象 地 域 か ら な る 連 続 放 送 対 象 地

域 が 、 当 該 連 続 放 送 対 象 地 域 の う ち の 一 の 放 送 対 象 地 域 に 当 該 連

続 放 送 対 象 地 域 の 他 の す べ て の 放 送 対 象 地 域 が 隣 接 す る 位 置 関 係

に あ る 場 合 又 は 放 送 局 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 第 五 条 た だ し 書

の 規 定 に 基 づ き 総 務 大 臣 が 告 示 す る 地 域 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 

イ 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 の 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十

三 条 第 一 項 第 四 号 イ に 掲 げ る 者 

一 特 定 一 般 放 送 事 業 者 の 放 送 局 に 係 る 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲

げ る 者 

ロ 二 の 基 幹 放 送 事 業 者 の 間 に お い て い ず れ か 一 方 が 他 方 の 議

決 権 の 五 分 の 一 以 上 を 有 す る 関 係 又 は い ず れ か 一 方 の 議 決 権

の 五 分 の 一 以 上 を 有 す る 者 に 他 方 が そ の 議 決 権 の 五 分 の 一 以

上 を 保 有 さ れ る 関 係 （ 以 下 「 議 決 権 の 保 有 関 係 」 と い う 。 ）

を 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 と の 間 に お い て 有 す る 者 

二 二 の 一 般 放 送 事 業 者 の 間 に お い て い ず れ か 一 方 が 他 方 の 議 決

権 の 五 分 の 一 以 上 を 有 す る 関 係 又 は い ず れ か 一 方 の 議 決 権 の 五

分 の 一 以 上 を 有 す る 者 に 他 方 が そ の 議 決 権 の 五 分 の 一 以 上 を 保

有 さ れ る 関 係 （ 以 下 「 議 決 権 の 保 有 関 係 」 と い う 。 ） を 特 定 一

般 放 送 事 業 者 と の 間 に お い て 有 す る 者 

ハ 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 と の 間 に 、 当 該 申 請 者 及 び 特 別 基 幹 放

送 事 業 者 と 議 決 権 の 保 有 関 係 を 通 じ て 連 鎖 関 係 に あ る 一 又 は

二 以 上 の 特 別 基 幹 放 送 事 業 者 が 介 在 す る こ と と な る 者 

三 特 定 一 般 放 送 事 業 者 と の 間 に 、 当 該 申 請 者 及 び 特 定 一 般 放 送

事 業 者 と 議 決 権 の 保 有 関 係 を 通 じ て 連 鎖 関 係 に あ る 一 又 は 二 以

上 の 特 定 一 般 放 送 事 業 者 が 介 在 す る こ と と な る 者 

［ 移 動 ］ ２ 前 項 の 場 合 に お け る 第 二 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一

号 中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 イ 及 び ロ 」 と す る 。 

  

 （ 自 己 に 属 す る 他 の 放 送 局 の 放 送 番 組 を 中 継 す る 方 法 の み に よ り

放 送 を 行 う 場 合 に 係 る 特 例 ） 

四 特 定 地 上 基 幹 放 送 事 業 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 、

そ の 行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 自 己

第 六 条 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 一 般 放 送 事 業 者 た る 認 定 放 送 持 株

会 社 の 子 会 社 が 、 そ の 行 う 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 自 己
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に 属 す る 他 の 特 定 地 上 基 幹 放 送 局 の 放 送 番 組 を 中 継 す る 方 法 の

み に よ り 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合 

に 属 す る 他 の 放 送 局 の 放 送 番 組 を 中 継 す る 方 法 の み に よ り 放 送 を

行 う 放 送 局 を 開 設 す る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

  

 （ 同 一 市 町 村 の 区 域 に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 局 に 係 る 特 例 ） 

五 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に よ る 地 上

基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株

会 社 の 子 会 社 が 、 そ の 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部 を 含 む 市 町

村 の 区 域 の 一 部 を 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部 と す る 他 の コ ミ

ュ ニ テ ィ 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 基 幹 放 送 事 業 者

に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 （ 当

該 市 町 村 の 区 域 の 一 部 を 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部 と し な い

他 の コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 基 幹 放

送 事 業 者 に 係 る 同 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） で あ る

場 合 （ 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 同 号 ロ に 掲 げ る

者 と な る 場 合 で あ っ て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送

の 業 務 を 行 う 者 が 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い と き を

除 く 。 ） で あ っ て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 の 普 及 等 の た め に 特 に 必

要 が あ る と 認 め る 場 合 

第 七 条 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 、 コ

ミ ュ ニ テ ィ 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 別 表 第 一 号 （ 注 ） 十 四 の コ ミ ュ

ニ テ ィ 放 送 を い う 。 ） を 行 う 放 送 局 を 開 設 す る 場 合 で あ っ て 、 申

請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 、 そ の 放 送 対 象 地 域 の 全 部

又 は 一 部 を 含 む 市 町 村 の 区 域 の 一 部 を 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一

部 と し て 開 設 さ れ た 他 の コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 放 送 局 に 係 る 同

項 各 号 に 掲 げ る 者 （ 当 該 市 町 村 の 区 域 の 一 部 を 放 送 対 象 地 域 の 全

部 又 は 一 部 と し な い 他 の コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 放 送 局 に 係 る 同

項 各 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） で あ る 場 合 （ 申 請 者 た る 認 定 放 送 持

株 会 社 の 子 会 社 が 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 と な る 場 合 に お い て 、 コ

ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 者 が 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い

場 合 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 の 普 及 等 の た め に 特

に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

［ 移 動 ］ ２ 前 項 の 場 合 に お け る 第 二 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一

号 中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 イ 及 び ロ 」 と し 、 同 号 ロ 中 「

都 府 県 の 数 と す る 。 」 と あ る の は 「 都 府 県 の 数 と し 、 第 七 条 第 一

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に 係 る も の に あ っ て は

一 と す る 。 」 と す る 。 

六 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 地 上 基 幹 放 送 の

業 務 が 多 重 放 送 又 は 臨 時 目 的 放 送 の 業 務 で あ る 場 合 
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七 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 （ 当 該 子 会 社 に 係 る 法

第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 ロ 及 び ハ に 掲 げ る 者 を 含 む 。 ） が 衛 星

基 幹 放 送 業 務 を 行 う 者 で あ る 場 合 に お い て 衛 星 基 幹 放 送 業 務 を

行 う 者 が 第 五 条 に 規 定 す る 場 合 に 適 合 し な い 場 合 に お け る 当 該

申 請 者 以 外 の 者 が 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 を 行 う 場 合 

［ 再 掲 （ 第 二 条 第 三 項 ） ］ 

３ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に よ る 放 送 局 の 開 設 は 、 当 該 子 会 社

、 こ れ を 支 配 す る 者 又 は こ れ ら に よ り 支 配 さ れ る 者 で あ っ て 衛 星

放 送 業 務 （ 放 送 法 施 行 規 則 第 十 七 条 の 八 第 三 項 第 四 号 に 規 定 す る

衛 星 放 送 業 務 を い う 。 ） を 行 う 者 が 同 条 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し

な い 場 合 に お け る 当 該 子 会 社 以 外 の 者 が す る も の で な け れ ば な ら

な い 。 

  

 （ 放 送 の 普 及 等 に 係 る 特 例 ） 

八 基 幹 放 送 の 普 及 等 の た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 第 八 条 第 二 条 第 一 項 の 規 定 は 、 放 送 の 普 及 等 の た め 特 に 必 要 が あ

る と 認 め る 場 合 は 、 適 用 し な い 。 

  

 第 九 条 削 除 

  

２ 次 の 表 の 第 一 欄 に 掲 げ る 場 合 に お け る 前 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 同 項 の 規 定 中 、 同 表 の 第 三 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。 

 

 

第 一 欄 第 二 欄 第 三 欄 第 四 欄 

第 一 項 第

一 号 及 び

第 二 号 に

掲 げ る 場

合 

第 一 号 イ か ら

ハ ま で 

ロ 

 

 
［ 再 掲 （ 第 三 条 ） ］ 

２ 前 項 の 場 合 に お け る 前 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号

中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 ロ 」 と 、 同 号 ロ 中 「 都 府 県 の 数

と す る 。 」 と あ る の は 「 都 府 県 の 数 と し 、 次 条 第 一 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け て い る 中 波 放 送 又 は 超 短 波 放 送 及 び テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に
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 第 一 号 ロ 都 府 県

の 数 と

す る 。 

都 府 県 の 数 と し 、 次 条 第 一 項 第

一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 場 合 で あ っ て 放 送 対 象 地

域 が 重 複 し て い る も の に あ っ て

は 、 放 送 対 象 地 域 の 数 が 多 い 方

の 放 送 の 放 送 対 象 地 域 の 数 （ 放

送 対 象 地 域 の 数 が 同 数 の 場 合 は

当 該 同 数 で あ る 数 ） と す る 。 

第 一 項 第

三 号 に 掲

げ る 場 合 

第 一 号 イ か ら

ハ ま で 
イ 及 び ロ 

第 一 項 第

五 号 に 掲

げ る 場 合 

第 一 号 イ か ら

ハ ま で 

イ 及 び ロ 

 第 一 号 ロ 都 府 県

の 数 と

す る 。 

都 府 県 の 数 と し 、 次 条 第 一 項 第

五 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る コ ミ

ュ ニ テ ィ 放 送 に 係 る も の に あ っ

て は 一 と す る 。 

第 一 項 第

六 号 に 掲

げ る 場 合 

各 号 列 記

以 外 の 部

分 

次 の 各

号 

次 の 各 号 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） 

 

係 る も の に あ っ て は 、 放 送 対 象 地 域 の 数 が 多 い 方 の 放 送 の 放 送 対

象 地 域 の 数 （ 放 送 対 象 地 域 の 数 が 同 数 の 場 合 は 当 該 同 数 で あ る 数

） と す る 。 」 と す る 。 

 

［ 再 掲 （ 第 五 条 ） ］ 

２ 前 項 の 場 合 に お け る 第 二 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一

号 中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 イ 及 び ロ 」 と す る 。 

 

［ 再 掲 （ 第 七 条 ） ］ 

２ 前 項 の 場 合 に お け る 第 二 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一

号 中 「 イ か ら ハ ま で 」 と あ る の は 「 イ 及 び ロ 」 と し 、 同 号 ロ 中 「

都 府 県 の 数 と す る 。 」 と あ る の は 「 都 府 県 の 数 と し 、 第 七 条 第 一

項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に 係 る も の に あ っ て は

一 と す る 。 」 と す る 。 

  

  

３ 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ

て 当 該 各 号 に 掲 げ る と き に 該 当 す る 場 合 に は 、 適 用 し な い 。 
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一 前 項 第 一 号 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 法 第 九

十 三 条 第 一 項 第 四 号 ロ に 掲 げ る 者 と な る 場 合 又 は 認 定 放 送 持 株

会 社 の 子 会 社 が 申 請 者 及 び 中 波 放 送 若 し く は 超 短 波 放 送 に よ る

地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 者 に 係 る 同 号 ロ に 掲 げ る 者 と な る 場

合 で あ っ て 、 中 波 放 送 又 は 超 短 波 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業

務 に 係 る 者 が 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い と き 。 

 
二 前 項 第 二 号 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 法 第 九

十 三 条 第 一 項 第 四 号 ロ に 掲 げ る 者 と な る 場 合 又 は 認 定 放 送 持 株

会 社 の 子 会 社 が 申 請 者 及 び 中 波 放 送 若 し く は 超 短 波 放 送 又 は テ

レ ビ ジ ョ ン 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 者 に 係 る 同 号

ロ に 掲 げ る 者 と な る 場 合 で あ っ て 、 中 波 放 送 若 し く は 超 短 波 放

送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 者 が

認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 と な ら な い と き 。 

 

 

４ 第 一 項 第 二 号 の 規 定 は 、 そ の 放 送 が 行 わ れ る こ と に よ り 、 そ の

地 上 基 幹 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 一 の 者 が 中 波 放 送 若

し く は 超 短 波 放 送 に よ る 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 法 第 九 十 三 条

第 一 項 第 四 号 イ 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 者 、 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 に よ る

地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 同 号 イ 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 者 及 び 新 聞

社 を 経 営 し 、 又 は そ れ に 対 し て 支 配 関 係 を 有 す る 者 と な る 場 合 に

は 適 用 し な い 。 た だ し 、 当 該 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 他 に 基 幹 放

送 事 業 者 、 新 聞 社 、 通 信 社 そ の 他 の ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 頒 布 を 業

と す る 事 業 者 が あ る 場 合 で あ っ て 、 そ の 基 幹 放 送 の 業 務 が 行 わ れ

る こ と に よ り 、 そ の 一 の 者 （ そ の 一 の 者 が 支 配 関 係 を 有 す る 者 を

含 む 。 ） が ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 独 占 的 頒 布 を 行 う こ と と な る お そ

［ 再 掲 （ 第 四 条 ） ］ 

第 四 条 前 条 の 規 定 は 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 局 の

放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 一 の 者 が 中 波 放 送 若 し く は 超

短 波 放 送 に 係 る 第 二 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 者 、 テ レ

ビ ジ ョ ン 放 送 に 係 る 同 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 者 及 び 新 聞 社

を 経 営 し 、 又 は 支 配 す る 者 と な る 場 合 に は 適 用 し な い 。 た だ し 、

当 該 放 送 対 象 地 域 に お い て 、 他 に 一 般 放 送 事 業 者 、 新 聞 社 、 通 信

社 そ の 他 の ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 頒 布 を 業 と す る 事 業 者 が あ る 場 合

で あ っ て 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 一 の 者 （ そ の 一

の 者 が 支 配 す る 者 を 含 む 。 ） が ニ ュ ー ス 又 は 情 報 の 独 占 的 頒 布 を

行 う こ と と な る お そ れ が な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。 
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れ が な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

  

（ 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 行 う 衛 星 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表

現 の 自 由 享 有 基 準 の 特 例 ） 

 

第 五 条 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 の う ち 衛 星 基 幹 放 送

の 業 務 を 行 お う と す る 者 に 関 し 、 法 第 百 六 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 九 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 総 務 省 令 で

定 め る 場 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由 享 有 基 準 に 関 す

る 省 令 第 四 条 の と お り と す る 。 

 

  

（ 支 配 関 係 の 意 味 ）  

第 六 条 第 四 条 第 四 項 に お け る 支 配 関 係 の 意 味 は 、 法 第 九 十 三 条 第

二 項 の 関 係 と す る 。 

 

 ［ 再 掲 （ 第 十 一 条 ） ］ 

（ 準 用 ） （ 中 波 放 送 及 び 超 短 波 放 送 に 係 る 準 用 ） 

第 七 条 第 四 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 は 、 中 波 放 送 又 は 超 短 波 放 送 を

行 う 地 上 基 幹 放 送 の 業 務 に つ い て 準 用 す る 。 

第 十 一 条 第 五 条 第 一 項 及 び 前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 中 波 放 送 及 び 超

短 波 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 中 波 放 送 に つ い

て は 、 第 五 条 第 一 項 及 び 前 条 第 二 項 中 「 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 」 と

あ る の は 「 中 波 放 送 」 と 読 み 替 え 、 超 短 波 放 送( コ ミ ュ ニ テ ィ 放

送 を 除 く 。) に つ い て は 、 第 五 条 第 一 項 及 び 前 条 第 二 項 中 「 テ レ

ビ ジ ョ ン 放 送 」 と あ る の は 「 超 短 波 放 送( コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 除

く 。) 」 と 読 み 替 え 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 に つ い て は 、 第 五 条 第 一

項 中 「 複 数 の 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 複 数 の 都 道 府 県 」 と

、 「 連 続 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 連 続 都 道 府 県 」 と 、 「 一 の

放 送 対 象 地 域 に テ レ ビ ジ ョ ン 放 送( 県 域 放 送( 放 送 法 施 行 規 則 別
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表 第 一 号( 注) 十 三 の 県 域 放 送 を い う 。) に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。) を 行 う 放 送 局 」 と あ る の は 「 一 又 は 二 以 上 の 都 道 府

県 に 属 す る 放 送 対 象 地 域 に コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 放 送 局 」 と

、 「 各 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 各 都 道 府 県 」 と 、 「 テ レ ビ ジ

ョ ン 放 送 を 行 う 」 と あ る の は 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 」 と 、

「 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。) 」 と あ る の は 「 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又

は 一 部 を 含 む 都 道 府 県 を 除 く 。) 」 と 、 「 放 送 対 象 地 域 か ら な る

」 と あ る の は 「 放 送 対 象 地 域 の 属 す る 都 道 府 県 か ら な る 」 と 、

「 一 の 放 送 対 象 地 域 に 当 該 」 と あ る の は 「 一 の 都 道 府 県 に 当 該 」

と 、 「 す べ て の 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 す べ て の 都 道 府 県

」 と 、 前 条 第 二 項 中 「 連 続 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 連 続 都 道

府 県 」 と 、 「 各 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 各 都 道 府 県 」 と 、 「

が 関 東 広 域 圏( 茨 城 県 、 栃 木 県 、 群 馬 県 、 埼 玉 県 、 千 葉 県 、 東 京

都 及 び 神 奈 川 県 の 各 区 域 を 併 せ た 区 域 を い う 。) 以 外 の 放 送 対 象

地 域 で あ る 場 合 に 限 り 、 そ れ ら の 放 送 対 象 地 域( 第 五 条 第 一 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。) の 数 」 と あ る の は 「( 第

五 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 都 道 府 県 を 除 く 。) の 数 」 と 、 「

一 の 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 一 又 は 二 以 上 の 都 道 府 県 に 属

す る 放 送 対 象 地 域 」 と 、 「 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 」 と あ る の は

「 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 」 と 、 「 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。) 」 と

あ る の は 「 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部 を 含 む 都 道 府 県 を 除 く 。

) 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  

（ 特 別 の 関 係 ）  

第 八 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 二 項 第 一  
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号 の 総 務 省 令 で 定 め る 特 別 の 関 係 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現

の 自 由 享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 七 条 の と お り と す る 。 

  

（ 支 配 関 係 に 該 当 す る 議 決 権 の 占 め る 割 合 ） （ 支 配 ） 

第 九 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 二 項 第 一

号 の 総 務 省 令 で 定 め る 割 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由

享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 八 条 の と お り と す る 。 

 

第 十 条 第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 三 条 か ら 前 条 ま で の 規 定

に お い て 支 配 と は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。 

 一 一 の 者 が 法 人 又 は 団 体 の 議 決 権 の 十 分 の 一 を 超 え る 議 決 権 を

有 す る こ と 。 

 二 一 の 法 人 又 は 団 体 の 役 員 で 他 の 法 人 又 は 団 体 の 役 員 （ 監 事 、

監 査 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ

。 ） を 兼 ね る 者 の 総 数 が 、 当 該 他 の 法 人 又 は 団 体 の 役 員 の 総 数

の 五 分 の 一 を 超 え る こ と 。 

 三 一 の 法 人 又 は 団 体 の 代 表 権 を 有 す る 役 員 又 は 常 勤 の 役 員 が 他

の 法 人 又 は 団 体 の 代 表 権 を 有 す る 役 員 又 は 常 勤 の 役 員 （ 監 事 、

監 査 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を 除 く 。 ） を 兼 ね る こ と 。 

 ２ 申 請 者 が 第 二 条 第 一 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 者 で あ る

場 合 で あ っ て 、 そ の 局 の 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 と 、 自 己 に 属 す

る 他 の 放 送 局 の 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 と が 重 複 し な い 場 合 に お

い て は 、 前 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 配 と は 一 の 者 が 法 人

又 は 団 体 の 議 決 権 の 五 分 の 一 以 上 を 有 す る こ と と す る 。 

 た だ し 、 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 が 連 続 放 送 対 象 地

域 （ 当 該 連 続 放 送 対 象 地 域 の 各 放 送 対 象 地 域 が 関 東 広 域 圏 （ 茨 城

県 、 栃 木 県 、 群 馬 県 、 埼 玉 県 、 千 葉 県 、 東 京 都 及 び 神 奈 川 県 の 各
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区 域 を 併 せ た 区 域 を い う 。 ） 以 外 の 放 送 対 象 地 域 で あ る 場 合 に 限

り 、 そ れ ら の 放 送 対 象 地 域 （ 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 放

送 対 象 地 域 を 除 く 。 ） の 数 は 七 を 超 え な い も の と す る 。 ） の う ち

の 一 の 放 送 対 象 地 域 に テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 放 送 局 を 開 設 し よ

う と す る 場 合 で あ っ て 、 そ の 局 が 開 設 さ れ る こ と に よ り 、 当 該 連

続 放 送 対 象 地 域 の 各 放 送 対 象 地 域 （ 申 請 者 が テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を

行 う 放 送 局 を 開 設 し よ う と す る 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。 ） に お い て

テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 一 般 放 送 事 業 者 （ 各 放 送 対 象 地 域 ご と に

一 の 一 般 放 送 事 業 者 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 一 般 放 送

事 業 者 」 と い う 。 ） の 各 々 と 申 請 者 と の 間 に 、 直 接 、 議 決 権 の 保

有 関 係 が あ る か 、 申 請 者 及 び 特 定 一 般 放 送 事 業 者 と 議 決 権 の 保 有

関 係 を 通 じ た 連 鎖 関 係 に あ る 一 又 は 二 以 上 の 特 定 一 般 放 送 事 業 者

が 介 在 し て い る 場 合 （ 特 定 一 般 放 送 事 業 者 が そ の 認 定 放 送 持 株 会

社 の 子 会 社 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） 、 支 配 と は 一 の 者 が 法 人 又 は 団

体 の 議 決 権 の 三 分 の 一 以 上 を 有 す る こ と と す る 。 

  

（ 支 配 関 係 に 該 当 す る 役 員 の 地 位 を 兼 ね る 者 の 割 合 ）  

第 十 条 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 に 係 る 法 第 九 十 三 条 第 二 項 第 三

号 の 総 務 省 令 で 定 め る 割 合 は 、 基 幹 放 送 の 業 務 に 係 る 表 現 の 自 由

享 有 基 準 に 関 す る 省 令 第 九 条 の と お り と す る 。 

 

  

 （ 中 波 放 送 及 び 超 短 波 放 送 に 係 る 準 用 ） 

［ 移 動 ］ 第 十 一 条 第 五 条 第 一 項 及 び 前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 中 波 放 送 及 び 超

短 波 放 送 に つ い て 準 用 す る 。 

 こ の 場 合 に お い て 、 中 波 放 送 に つ い て は 、 第 五 条 第 一 項 及 び 前 条
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第 二 項 中 「 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 」 と あ る の は 「 中 波 放 送 」 と 読 み 替

え 、 超 短 波 放 送 （ コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 第 五

条 第 一 項 及 び 前 条 第 二 項 中 「 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 」 と あ る の は 「 超

短 波 放 送 （ コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 除 く 。 ） 」 と 読 み 替 え 、 コ ミ ュ ニ

テ ィ 放 送 に つ い て は 、 第 五 条 第 一 項 中 「 複 数 の 放 送 対 象 地 域 」 と

あ る の は 「 複 数 の 都 道 府 県 」 と 、 「 連 続 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の

は 「 連 続 都 道 府 県 」 と 、 「 一 の 放 送 対 象 地 域 に テ レ ビ ジ ョ ン 放 送

（ 県 域 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 別 表 第 一 号 （ 注 ） 十 三 の 県 域 放 送 を

い う 。 ） に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 放 送 局 」 と

あ る の は 「 一 又 は 二 以 上 の 都 道 府 県 に 属 す る 放 送 対 象 地 域 に コ ミ

ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 放 送 局 」 と 、 「 各 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は

「 各 都 道 府 県 」 と 、 「 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う 」 と あ る の は 「 コ

ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 」 と 、 「 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。 ） 」 と あ る

の は 「 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部 を 含 む 都 道 府 県 を 除 く 。 ） 」

と 、 「 放 送 対 象 地 域 か ら な る 」 と あ る の は 「 放 送 対 象 地 域 の 属 す

る 都 道 府 県 か ら な る 」 と 、 「 一 の 放 送 対 象 地 域 に 当 該 」 と あ る の

は 「 一 の 都 道 府 県 に 当 該 」 と 、 「 す べ て の 放 送 対 象 地 域 」 と あ る

の は 「 す べ て の 都 道 府 県 」 と 、 前 条 第 二 項 中 「 連 続 放 送 対 象 地 域

」 と あ る の は 「 連 続 都 道 府 県 」 と 、 「 各 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の

は 「 各 都 道 府 県 」 と 、 「 が 関 東 広 域 圏 （ 茨 城 県 、 栃 木 県 、 群 馬 県

、 埼 玉 県 、 千 葉 県 、 東 京 都 及 び 神 奈 川 県 の 各 区 域 を 併 せ た 区 域 を

い う 。 ） 以 外 の 放 送 対 象 地 域 で あ る 場 合 に 限 り 、 そ れ ら の 放 送 対

象 地 域 （ 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 放 送 対 象 地 域 を 除 く 。

） の 数 」 と あ る の は 「 （ 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 都 道 府

県 を 除 く 。 ） の 数 」 と 、 「 一 の 放 送 対 象 地 域 」 と あ る の は 「 一 又
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は 二 以 上 の 都 道 府 県 に 属 す る 放 送 対 象 地 域 」 と 、 「 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 を 行 う 」 と あ る の は 「 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 」 と 、 「 放 送

対 象 地 域 を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 「 放 送 対 象 地 域 の 全 部 又 は 一 部

を 含 む 都 道 府 県 を 除 く 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

  

（ 審 議 機 関 の 委 員 ） （ 審 議 機 関 の 委 員 ） 

第 十 一 条 申 請 者 た る 認 定 放 送 持 株 会 社 の 子 会 社 の う ち 地 上 基 幹 放

送 の 業 務 を 行 お う と す る 者 の 審 議 機 関 の 委 員 は 、 で き る だ け そ の

放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に 住 所 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。 

第 十 二 条 開 設 し よ う と す る 放 送 局 の 審 議 機 関 の 委 員 は 、 で き る だ

け そ の 放 送 に 係 る 放 送 対 象 地 域 に 住 所 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら

な い 。 

  

 

 


